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(57)【要約】
【課題】飼料や廃棄物として処理せざるを得なかったみ
りん粕を有効利用し、うまみ成分を多く含有ししかも塩
分濃度が低いみりん粕使用調理酒の製造方法を提供する
。
【解決手段】大豆または脱脂加工大豆と、みりん粕とを
原料とし、これらの原料に麹菌を作用させて得られた麹
に他の原料である酒精液を混合し、発酵させたもろみを
圧搾して調理酒を得る。塩分を加えることもできるが、
塩分濃度は２%程度とすることができる。大豆または脱
脂加工大豆の質量を、みりん粕の質量の1～３倍とする
ことが好ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　大豆または脱脂加工大豆と、みりん粕とを原料とし、これらの原料に麹菌を作用させて
得られた麹に他の原料である酒精液を混合し、発酵させたもろみを圧搾して調理酒を得る
ことを特徴とするみりん粕使用調理酒の製造方法。
【請求項２】
　前記酒精液または酒精液と麹との混合物に塩分を添加し、塩分を含有する調理酒を得る
ことを特徴とする請求項１に記載のみりん粕使用調理酒の製造方法。
【請求項３】
　大豆または脱脂加工大豆の質量を、みりん粕の質量の1～３倍とすることを特徴とする
請求項１または２に記載のみりん粕使用調理酒の製造方法。
【請求項４】
　得られた調理酒のフォルモール窒素が０．８％以上であることを特徴とする請求項１～
３の何れかに記載のみりん粕使用調理酒の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、醤油と同様に調理に使用することができるみりん粕使用調理酒の製造方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な醤油は、大豆と小麦の混合物に麹菌を作用させた麹に塩水を加え、６か月程度
発酵させて製造されている。麹菌由来の酵素により、大豆蛋白及び小麦蛋白がアミノ酸に
分解され、うまみを感じさせる。しかし食塩の含有率が分析値で１５～２０％と高いため
、塩分を制限されている病人の食事には使用量が制限されるという問題がある。また原料
に大豆や小麦、米などを使用するため、うまみの多い醤油は安価に提供できないという問
題がある。
【０００３】
　同じく麹菌を利用した調味料として、古くからみりんが知られている。みりんはもち米
に麹菌を作用させた米麹を発酵させて製造されるもので、約４０%～５０%の糖分と、約１
４%程度のアルコール分を含有している。みりんの製造工程において発生するみりん粕は
うまみ成分であるアミノ酸を含有しているため、これまで奈良漬などに利用されてきた。
しかし最近では食生活の変化により漬物の需要が減少し、みりん粕は家畜の飼料としたり
産業廃棄物として処理せざるを得ない状況にある。
【０００４】
　そこで特許文献１には、みりん粕を原料として調味料を製造する技術が提案されている
。この特許文献１の調味料はみりん粕を発酵させ、アルコール濃度を４％未満、食塩濃度
を１１％以上としたものである。この調味料は小麦や大豆を原料としないため食物アレル
ギーがある人にも使用可能である。しかし塩分濃度が高いため、前記した醤油と同様の問
題が残されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７－８５９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って本発明の目的は上記した従来技術の問題点を解決し、これまで飼料や廃棄物とし
て処理せざるを得なかったみりん粕を有効利用し、うまみ成分を多く含有し、しかも塩分
濃度が低いみりん粕使用調理酒の製造方法を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するためになされた本発明のみりん粕使用調理酒の製造方法は、大豆
または脱脂加工大豆と、みりん粕とを原料とし、これらの原料に麹菌を作用させて得られ
た麹に他の原料である酒精液を混合し、発酵させたもろみを圧搾して調理酒を得ることを
特徴とするものである。
【０００８】
　なお請求項２に記載したように、前記酒精液または酒精液と麹との混合物に塩分を添加
し、塩分を含有する調理酒を得ることができる。
【０００９】
　また請求項３に記載したように、大豆または脱脂加工大豆の質量を、みりん粕の質量の
1～３倍とすることが好ましい。
【００１０】
　さらに請求項４に記載したように、得られた調理酒のフォルモール窒素が０．８％以上
であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のみりん粕使用調理酒の製造方法によれば、現状では飼料や廃棄物として処理せ
ざるを得なかったみりん粕を原料の一部として有効活用し、うまみ成分が多く醤油の代替
品として使用することができる調理酒を安価に提供することができる。この調理酒は塩分
濃度が低いため、塩分を制限されている人の料理にも使用することができる。なお、塩分
はゼロとすることができるが、酒税法の適用を避けるために２％程度の少量の塩分を含有
させることも可能である。この場合にも塩分濃度は醤油よりもはるかに低くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す工程説明図である。
【図２】本発明の第２の実施形態を示す工程説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に本発明の実施形態を説明する。第１の実施形態は請求項１に対応し、第２の実施
形態は請求項２に対応するものである。
【００１４】
　何れの実施形態においても、本発明で使用する原料は、大豆または脱脂加工大豆と、み
りん粕と酒精液である。脱脂加工大豆は油分が抽出された後の大豆であるため、大豆より
も安価に入手することができ、しかも油分以外の大豆蛋白はそのまま残存しているため、
大豆を使用した場合に比較して得られた調理酒のうまみが減少することはない。
【００１５】
　図１に示すように、大豆または脱脂加工大豆を１０分から１時間程度加圧蒸煮したうえ
、常温付近まで冷却する。同様にみりん粕を１０分程度加圧蒸煮したうえ、常温付近まで
冷却し、両者を混合する。この混合物に麹菌を種付けし、例えば４８時間程度麹菌を増殖
させ、麹を得る。みりん粕はもち米を加圧蒸煮して発酵させたものであるから、大豆また
は脱脂加工大豆よりも、加圧蒸煮時間を短縮することができる。
【００１６】
　このように、大豆または脱脂加工大豆とみりん粕との混合物に麹菌を作用させる方法の
ほかに、大豆または脱脂加工大豆に麹菌を作用させた麹と、みりん粕に麹菌を作用させた
麹とを混合することもできる。
【００１７】
　何れの場合にも、みりん粕よりも大豆または脱脂加工大豆の比率を大きくした方が大豆
蛋白由来のアミノ酸が増加するため、うまみが出る。このため、大豆または脱脂加工大豆
の質量を、みりん粕の質量の1～３倍とすることが好ましい。大豆または脱脂加工大豆の
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比率がこれよりも小さくなるとうまみが少なくなり、逆に大豆または脱脂加工大豆の比率
をこの範囲よりも大きくすると相対的にみりん粕の使用量が減少し、みりん粕の有効利用
という本発明の目的が達成できなくなるからである。
【００１８】
　得られた麹は、酒精液と混合される。酒精液としては、例えばアルコール濃度が２０％
以上のものを用いることができる。これによって、麹菌の分解、酵素作用を阻害する雑菌
の繁殖を防止することができる。麹に酒精液を加えて混合するが、この際に十分に混錬し
て均一化するとともに、麹を細かく破砕しておくことが、次工程の発酵に有利である。な
お酒精液の量は、例えば麹の質量の２倍程度とすればよいが、その比率は適宜調整すれば
よい。
【００１９】
　麹と酒精液との混合物は、常温で適宜の期間にわたりタンク内で発酵させる。この期間
は季節にもよるが、例えば一か月程度である。この期間中に麹菌由来の酵素により大豆蛋
白がアミノ酸に分解され発酵液中に溶出する。またみりん粕中に残存していた蛋白質も同
様に分解されるとともに、残存していたアミノ酸が発酵液中に溶出する。このようにして
得られたもろみを圧搾して固形分を分離し、発酵液を抽出して調理酒を得る。
【００２０】
　例えば、脱脂加工大豆２００ｇｒ、みりん粕２００ｇｒ、２０％酒精液８００ｍLを原
料とした場合、アルコール分が約１５％の調理酒６００ｍLを製造することができる。得
られた調理酒のフォルモール窒素は０．８％以上であり、濃口醤油と同様の多くのアミノ
酸を含有している。
【００２１】
　フォルモール窒素の測定は全アミノ酸の定量法の一つであり、清酒のアミノ酸度の測定
にも採用されている。アミノ酸がホルマリンと反応して酸としての性質をもつ化合物に変
ることを利用したもので、中和後の清酒に中性ホルマリンを加え、これをアルカリで滴定
してアミノ酸量を測定する方法である。日本醤油研究所のデータによれば、特選、本醸造
の濃口醤油のフォルモール窒素は０．８７％～０・９０％程度、超特選、本醸造の濃口醤
油のフォルモール窒素は１．０５％程度、淡口醤油では０.６２％～０・７０％、特選、
淡口醤油では０・８５％程度である。本発明により製造された調理酒は後記する実施例に
示すように０．８００％と０・９３８％であり、特選醤油と同等のアミノ酸を含有してい
ることが確認されている。
【００２２】
　上記した第１の実施形態の方法で製造された調理酒は約１５％のアルコール分を含有し
、このアルコール分が防腐剤として機能するため、室温において保存しても変質すること
はない。また醤油とは異なり塩分を含有しないので、塩分を制限されている人の料理にも
使用することができる。ところがこの調理酒はリキュールとみなされ、酒税法の適用を受
けて酒税が掛かることとなる。
【００２３】
　そこで図２に示す第２の実施形態では、２.５％程度の塩分を配合した酒精液を使用し
、その他の工程は第１の実施形態と同様にして、塩分が約２.０％の調理酒を製造した。
このように塩分を含む調理酒は飲用に適さないため、酒税法の適用がなく、販売価格を引
き下げることができる。なお塩分は必ずしも酒精液中に添加する必要はなく、麹と酒精液
との混合物中に添加することも可能であるが、塩分を均一に分散させるためには酒精液中
に添加することが好ましい。以下に本発明の実施例を示す。
【実施例】
【００２４】
（実施例１）
　脱脂大豆４００ｇｒを４０分間加圧蒸煮し、またみりん粕４００ｇｒを１０分間加圧蒸
煮した。これらを３０℃まで冷却後に混合し、麹菌を種付けした。これを保管庫にて３０
℃で６０時間保管し、麹を得た。この８００ｇｒの麹にアルコール濃度が２０%の酒精液
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。
【００２５】
　得られたもろみ１８００ｇｒを圧搾した結果、１２４８ｇｒの圧搾液と５４６ｇｒの絞
り粕とが得られた。圧搾液は本発明のみりん粕使用調理酒であり、その成分を分析したと
ころ、表１の通りであった。
【００２６】
【表１】

【００２７】
（実施例２）
　脱脂大豆４００ｇｒを４０分間加圧蒸煮し、またみりん粕４００ｇｒを１０分間加圧蒸
煮した。これらを３０℃まで冷却後に混合し、麹菌を種付けした。これを保管庫にて３０
℃で６０時間保管し、麹を得た。この８００ｇｒの麹にアルコール濃度が２０%で、塩分
３%の酒精液１６００ｍＬを添加し、常温にて一か月間発酵させた。発酵期間中は、時々
撹拌を行った。
【００２８】
　得られたもろみ１８００ｇｒを圧搾した結果、１２００ｇｒの圧搾液と５７５ｇｒの絞
り粕とが得られた。圧搾液は本発明の加塩されたみりん粕使用調理酒であり、その成分を
分析したところ、表２の通りであった。この調理酒は塩分を含み飲用に適さないので、酒
税が掛からない利点がある。
【００２９】

【表２】

【００３０】
　以上に説明した通り、本発明のみりん粕使用調理酒の製造方法によれば、飼料や廃棄物
として処理せざるを得なかったみりん粕を有効利用し、醤油と同様にうまみ成分を多く含
有ししかも塩分濃度が低い調理酒を製造することができる。
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